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今月の主な内容

■国民健康保険のお知らせ Ｐ２
■ 臨時福祉給付金ならびに子育て世帯
臨時特例給付金のお知らせ Ｐ４
■情報公開・個人情報保護制度 Ｐ６
■ “助け愛隊”サポーター養成講座の
参加者を募集します Ｐ７
■ 地域介護予防活動支援事業の
お知らせ Ｐ７
■第15回　公サ連まつり Ｐ８
■ KDDIと龍谷大学が天王山で
ボランティア活動を行いました Ｐ９

ママといっしょにチャレンジ！
【12ページ『みんなで遊ぼう！ スマイルプレイス』より】
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納
付
義
務
者
は
世
帯
主

　
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯
の
中
に

国
保
の
加
入
者
が
い
る
場
合
、
納
付
義
務
者
は
世
帯
主
に
な

り
ま
す
。
国
保
税
は
世
帯
単
位
で
計
算
し
、
世
帯
主
あ
て
に

納
付
の
通
知
書
を
送
り
ま
す
。

国
保
税
の
納
め
方
は
２
種
類

1 

年
金
天
引
き
…
世
帯
主
と
国
保
加
入
者
全
員
が

65
歳
〜
74
歳
の
世
帯
の
場
合

　
原
則
と
し
て
年
６
回
、
年
金
支
給
時
に
天
引
き
で
納
付

し
て
い
た
だ
き
ま
す
（
特
別
徴
収
）。
た
だ
し
、
次
の
①

〜
③
の
場
合
に
は
例
外
的
に
、
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書

払
い
に
変
更
し
ま
す
。

　
① 

基
礎
年
金
額
が
18
万
円
未
満
の
場
合
や
、
国
保
税
額

と
介
護
保
険
料
を
合
わ
せ
た
額
が
基
礎
年
金
額
の
１

／
２
を
超
え
る
場
合
（
手
続
き
は
不
要
）

　
② 

年
度
途
中
に
64
歳
以
下
の
方
が
国
保
に
加
入
し
た
場

合
や
、
所
得
変
更
な
ど
で
国
保
税
額
が
変
更
と
な
っ

た
場
合
（
手
続
き
は
不
要
）

　
③ 

国
保
税
の
滞
納
な
ど
が
な
い
方
で
、
年
金
天
引
き
か
　

ら
口
座
振
替
に
変
更
を
希
望
す
る
場
合
（
要
申
請
。

詳
し
く
は
要
問
合
せ
）

2
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
払
い
…
そ
の
ほ
か
の
世
帯

　
６
月
〜
翌
３
月
ま
で
の
10
回
に
分
け
て
納
付
し
て
い
た

だ
き
ま
す（
普
通
徴
収
）。
納
め
忘
れ
を
防
ぎ
、
金
融
機
関

な
ど
へ
出
向
く
手
間
を
省
け
る
、
口
座
振
替
が
お
ス
ス
メ

で
す
。
口
座
振
替
へ
の
変
更
は
各
金
融
機
関
で
手
続
き
で

き
ま
す
。（
通
帳
と
銀
行
印
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

※ 

年
度
の
途
中
に
国
保
加
入
者
全
員
が
65
歳
に
な
る
場
合

な
ど
は
、
途
中
で
年
金
天
引
き
に
変
更
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す

国
保
税
の
軽
減
措
置

　
長
引
く
経
済
不
況
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
国
保
税
の
各
種

軽
減
措
置
を
し
て
い
ま
す
。

※ 

次
の
各
種
軽
減
措
置
は
、
国
保
加
入
者
（
75
歳
未
満
）

の
方
が
対
象
で
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

（
75
歳
以
上
）
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

1
所
得
が
少
な
い
世
帯
の
国
保
税
軽
減（
申
請
不
要
）

　
所
得
が
少
な
い
世
帯
は
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
均
等

割
分
と
平
等
割
分
の
国
保
税
を
軽
減
し
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
の
軽
減
は
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
に
は
適

用
で
き
ま
せ
ん
。
所
得
が
な
い
方
で
も
、
確
定
申
告
を
し

て
い
な
い
方
は
、「
地
方
税
申
告
」
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※ 

所
得
が
な
く
税
法
上
の
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
方
や
、

公
的
年
金
な
ど
に
よ
る
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
確
定
申
告
を
し
て
い
な

く
て
も
「
地
方
税
申
告
」
は
不
要
で
す

2 

国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
移
行
し
た
方

が
い
る
場
合
の
軽
減
（
申
請
不
要
）

　
国
保
加
入
者
が
75
歳
に
な
り
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

移
行
し
て
、
そ
の
世
帯
に
引
き
続
き
国
保
加
入
者
が
い
る

場
合
は
、
国
保
加
入
者
の
国
保
税
の
う
ち
平
等
割
分
を
５

年
間
は
１
／
２
軽
減
。６
年
〜
８
年
目
は
１
／
４
を
軽
減
。

3
社
会
保
険
↓
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
と
き
は

　
申
請
を
！

　
社
会
保
険
加
入
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
移
行

し
、
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
65
歳
以
上
の
方
が
国
保
に
加

入
す
る
場
合
、
軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
す
。（
届
出
が
必
要
）

4
倒
産
、
解
雇
な
ど
で
離
職
し
た
方
は
申
請
を
！

　
倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
事
業
主
の
都
合
（
非
自

発
的
理
由
）
で
離
職
し
た
場
合
、
国
保
税
な
ど
が
軽
減
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
届
出
が
必
要
）

【
軽
減
の
対
象
者
】

　
次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
し
た

②
離
職
日
に
65
歳
未
満
だ
っ
た

③
事
業
主
の
都
合
ま
た
は
雇
い
止
め
で
離
職
し
た
（
※
１
）

（
※
１
）
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由
が
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、

31
、
32
、
33
、
34
に
該
当
す
る
方

5
生
活
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
方
へ
の
減
免
制
度

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
減
免
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま
で
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
震
災
、
風
水
害
な
ど
の
災
害
を
受
け
た
方

② 

２
級
以
上
の
身
体
障
が
い
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
、
一

定
所
得
以
下
の
方

③ 

恩
給
法
戦
傷
病
者
手
帳
ま
た
は
被
爆
者
健
康
手
帳
を
持

っ
て
い
る
、
一
定
所
得
以
下
の
方

6
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
倒
産
で
所
得
が
著
し
く
減
少
す
る
な
ど
国
保
税
の
納
付

が
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
滞
納
し
た
ま
ま
に
せ
ず
に
必
ず

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
分
納
な
ど
状
況
に
あ
わ
せ
た
対
応
が

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

7
国
保
税
を
滞
納
す
る
と
…

　
特
別
な
理
由
が
な
く
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
、

保
険
証
の
返
還
、
短
期
の
保
険
証
ま
た
は
資
格
証
明
書
の

交
付
、
滞
納
処
分
（
財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
）
の
措
置

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

国
保
税
の
計
算
方
法　

　
世
帯
ご
と
の
収
入
、
加
入
者
数
を
左
表
に
あ
て
は
め
て
年

税
額
を
算
出
し
て
い
ま
す
。
年
度
の
途
中
で
加
入
や
脱
退
が

あ
っ
た
場
合
は
、
年
税
額
を
月
割
で
再
計
算
し
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
度
は
資
産
割
の
廃
止
な
ど
、
税
率
が
改
定
さ

れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

―
６
月
中
旬
に
国
民
健
康
保
険
税
の
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

問
・
相
談
＝
健
康
課
保
険
医
療
係

☎
９
５
６
―
２
１
０
１
（
内
１
２
７
）

納
付
期
限
ま
で
に
必
ず
お
支
払
い
く
だ
さ
い
！

○
平
成
26
年
度
の
主
な
変
更
点
…
税
率
の
改
定

就
職
な
ど
で
社
会
保
険
に
加
入
し
た
方
は

届
出
を
！

　
社
会
保
険
へ
の
移
行
手
続
き
を
し
な
い
と
、
国
保
税
が

か
か
り
続
け
ま
す
。
社
会
保
険
に
加
入
し
た
方
は
、
社
会

保
険
と
国
保
の
保
険
証
を
持
っ
て
、
役
場
へ
手
続
き
に
来

て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
社
会
保
険
加
入
手
続
き
後
に
国
保
の
保
険
証
を

使
っ
て
診
療
を
受
け
た
場
合
、
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

課税区分 課税対象

税率等

医療分
介護分

40歳～ 64歳
の方のみ

支援金分

所得割 加入者の前年中所得金額 ７．４％ ２．０％ １．８％

均等割 加入者１人あたり定額 24,000円 9,500円 7,000円

平等割 加入１世帯あたり定額 21,000円 5,500円 5,000円

限度額 超過分は切り捨て 510,000円 140,000円 160,000円

▼ 「重要」と書いたクリーム色の封筒で通知書が届きます。
必ず中の書類をご覧ください

（ ）

【
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
】

▼
京
都
銀
行
▼
京
都
中
央
農
業
協
同
組
合
▼
み
ず
ほ

銀
行
▼
り
そ
な
銀
行
▼
池
田
泉
州
銀
行
▼
関
西
ア
ー

バ
ン
銀
行
▼
京
都
信
用
金
庫
▼
京
都
中
央
信
用
金
庫

▼
近
畿
労
働
金
庫
▼
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
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　　　　　  臨時福祉給付金  ならびに
子育て世帯臨時特例給付金の  お知らせ

支
給
対
象
者
＝
基
準
日
（
平
成
26
年
１
月

１
日
）
時
点
で
、
以
下
の
要
件
す
べ
て
に

該
当
す
る
方

①
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

② 

平
成
26
年
度
の
町
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
な
い
、
ま
た
市
町
村
民
税
が

課
税
さ
れ
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
な

い
。

③ 
生
活
保
護
制
度
な
ど
の
被
保
護
者
と
な

っ
て
い
な
い
。

支
給
額
＝
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円

※ 

支
給
対
象
者
の
う
ち
▼
老
齢
基
礎
年
金

▼
障
害
基
礎
年
金
▼
遺
族
基
礎
年
金
▼

児
童
扶
養
手
当
▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

▼
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
一
定
の
年
金

や
手
当
を
受
給
者
し
て
い
る
方
は
５
千

円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
複
数
の

年
金
や
手
当
を
受
給
し
て
い
て
も
、
加

算
額
は
１
人
に
つ
き
５
千
円
が
上
限
と

な
り
ま
す

申
請
方
法
＝
平
成
26
年
度
町
民
税
（
均
等

割
）
非
課
税
世
帯
と
平
成
25
年
中
の
所
得

が
未
申
告
の
世
帯
に
は
、
税
住
民
課
が
送

付
す
る
「
平
成
26
年
度
町
民
税
（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
の
確
認
の
お
知
ら

せ
」
に
申
請
書
類
を
同
封
し
ま
す
。
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印
の
う
え
、

必
要
書
類
を
添
付
し
て
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
類
を

持
参
す
る
場
合
は
、
９
月
30
日
火
ま
で
役

場
１
階
福
祉
課
（
７
番
窓
口
）
横
の
第
１

会
議
室
で
受
け
付
け
ま
す
。
以
降
は
、
福

祉
課
（
７
番
窓
口
）
で
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
申
請
期
間
を
過
ぎ
る
と
受
給
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※ 

１
人
で
も
課
税
者
が
い
る
世
帯
に
は
こ

の
お
知
ら
せ
は
届
き
ま
せ
ん
。
課
税
世

帯
の
方
で
給
付
金
の
対
象
に
な
る
と
思

う
方
は
、
町
内
公
共
施
設
や
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
入
手
し
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い

申
請
期
間
＝
７
月
15
日
火
〜
平
成
27
年
１

月
15
日
木
（
消
印
有
効
）

給
付
方
法
＝
原
則
は
口
座
振
込

給
付
時
期
＝
８
月
下
旬
以
降

※ 

申
請
書
類
受
付
か
ら
給
付
ま
で
は
最
大

約
２
カ
月
を
見
込
ん
で
い
ま
す

〈
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
避
難
し

て
い
る
方
へ
〉

　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
避
難
し

て
い
る
方
お
よ
び
そ
の
同
伴
者
で
あ
っ

て
、
事
情
に
よ
り
基
準
日
（
平
成
26
年
１

月
１
日
）
時
点
で
住
民
票
を
移
す
こ
と
が

で
き
て
い
な
い
方
で
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
方
は
、
今
実
際
に
お
住
ま
い
の
市
町

村
に
申
し
出
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、

実
際
に
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
で
給
付
申

　「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
お
よ
び
「
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を
装

っ
た
振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報
の

詐
取
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

● 

市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ

Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他

人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら

う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
。

● 

市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、

　平成26年４月の消費税引き上げに伴い、所得の低い方々や子育て世
帯への負担を緩和するために、暫定的、臨時的な措置として【臨時福祉
給付金】と【子育て世帯臨時特例給付金】の支給を実施します。
　給付金は、平成26年１月１日時点で住民票のある市町村から支給さ
れますが、支給を受けるためには申請が必要となります。

臨
時
福
祉
給
付
金

詐
欺
に
ご
注
意
を
！

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

7月 15日申請受付開始

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
や
「
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を
支

給
す
る
た
め
に
、
手
数
料
な
ど
の

振
込
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

● 

現
時
点
で
、
市
町
村
や
厚
生
労
働

省
な
ど
が
住
民
の
皆
さ
ん
の
世
帯

構
成
や
銀
行
口
座
の
番
号
な
ど
の

個
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
は
、

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ご
自
宅
や
職
場
に
市
町
村
や
厚
生

労
働
省
の
職
員
な
ど
を
か
た
っ
た
電

話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届

い
た
ら
、
迷
わ
ず
お
住
ま
い
の
市
町

村
や
、
最
寄
り
の
警
察
署
ま
た
は
警

察
相
談
専
用
電
話
（
♯
９
１
１
０
）

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

支
給
対
象
者
＝
基
準
日
（
平
成
26
年
１
月

１
日
）
に
お
い
て
、
以
下
の
要
件
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

① 

平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特
別

給
付
を
含
む
）
受
給
者
。

② 

平
成
25
年
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得

制
限
額
に
満
た
な
い
。

③
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
者
で
な
い
。

④
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
で
な
い
。

支
給
額
＝
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

※ 

対
象
と
な
る
児
童
は
、
平
成
26
年
１
月

分
の
特
例
給
付
を
含
む
児
童
手
当
の
対

象
と
な
る
児
童
（
平
成
26
年
１
月
１
日

に
生
ま
れ
た
児
童
を
含
む
）

申
請
方
法
＝
前
記
の
要
件
①
に
該
当
す
る

方
（
転
出
さ
れ
た
方
も
含
む
）
に
郵
送
で

申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す
。
自
身
が
臨
時

福
祉
給
付
金
の
対
象
で
な
い
こ
と
を
確
認

の
う
え
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、

押
印
し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
類
を
持
参
さ
れ
る

方
は
、
９
月
30
日
火
ま
で
役
場
１
階
福
祉

課
（
７
番
窓
口
）
横
の
第
１
会
議
室
で
受

け
付
け
ま
す
。
以
降
は
、
福
祉
課
（
７
番

窓
口
）
で
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、
申
請

期
間
を
過
ぎ
る
と
受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間
＝
７
月
15
日
火
〜
平
成
27
年
１

月
15
日
木
（
消
印
有
効
）

給
付
方
法
＝
原
則
は
口
座
振
込

給
付
時
期
＝
８
月
下
旬
以
降

※ 

申
請
書
類
受
付
か
ら
給
付
ま
で
は
最
大

約
２
カ
月
を
見
込
ん
で
い
ま
す

〈
公
務
員
の
方
へ
〉

　
公
務
員
の
方
で
、
所
属
す
る
官
庁
に
お

い
て
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
、「
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
の
支
給
要
件
を

満
た
す
場
合
は
、
平
成
26
年
1
月
1
日
時

点
で
住
民
票
の
あ
る
市
町
村
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。

　
勤
務
先
か
ら
「
申
請
書
」
お
よ
び
「
児

童
手
当
（
特
例
給
付
）
受
給
状
況
証
明
書
」

が
配
布
さ
れ
ま
す
の
で
、
申
請
期
間
内
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問（
両
給
付
金
共
通
）＝

● 

厚
生
労
働
省
相
談
窓
口
（
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）　

　
☎
０
５
７
０
―
０
３
７
―
１
９
２（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
）

● 

町
給
付
金
担
当
　
☎
９
５
６
―
２
１
０
１
（
内
１
７
４
）

　（
６
月
２
日
月
以
降
の
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

　
※
昼
休
み
を
除
く

請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

申
出
時
よ
り
も
前
に
配
偶
者
等
が
代
理

申
請
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
上
記
の

措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す

※ 

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続

は
、
こ
の
申
出
と
は
別
に
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
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平成25年度の利用状況　　　　　　　　　　　

情報公開・個人情報保護制度

介護予防に取り組む自主活動団体に活動費用の助成を行います

地域介護予防活動支援事業のお知らせ

自
ら
の
健
康
維
持
に
、交
流
の
輪
作
り
に

〝
助
け
愛
隊
〞サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

情
報
公
開
制
度

　
本
町
で
は
、「
開
か
れ
た
町
政
」
を
推
進
す
る

た
め
に
、
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
、
町
が
保
有

す
る
公
文
書
の
公
開
を
行
っ
て
い
ま
す
。
公
開
を

希
望
す
る
方
は
、
役
場
３
階
政
策
総
務
課
企
画
調

整
係
（
32
番
窓
口
）
で
情
報
公
開
請
求
を
し
て
く

だ
さ
い
。

Q 
誰
で
も
請
求
で
き
る
の
？

Ａ 

は
い
。
誰
で
も
請
求
で
き
ま
す
。

Q 

ど
ん
な
情
報
も
公
開
さ
れ
る
の
？

Ａ  

い
い
え
。
特
定
の
個
人
に
関
す
る
情
報
や
、

公
正
な
行
政
運
営
に
支
障
を
お
よ
ぼ
す
お
そ

れ
の
あ
る
情
報
な
ど
は
公
開
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
該
当
す
る
文
書
が
存
在
し

な
い
場
合
は
、公
開
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

Q  
請
求
し
て
か
ら
、
ど
れ
く
ら
い
で
公
開
・
非

公
開
が
決
定
さ
れ
る
の
？

Ａ  

請
求
書
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
15
日
以
内
で

す
。
た
だ
し
、
特
別
な
場
合
は
60
日
を
限
度

と
し
て
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

Q 

決
定
に
不
服
が
あ
っ
た
場
合
は
？

Ａ  

決
定
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
60
日
以
内
で

あ
れ
ば
、
不
服
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
申
し
立
て
に
対
し
て
は
、
公
平
な

立
場
の
第
三
者
機
関
で
あ
る
「
大
山
崎
町
情

報
公
開
審
査
会
」
の
意
見
を
尊
重
し
て
回
答

し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
社

協
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

　
以
下
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
団
体

① 

65
歳
以
上
の
町
民
が
団
体
構
成
員
、
活

動
参
加
者
あ
わ
せ
て
５
人
以
上
参
加
し

て
い
る
。

② 

介
護
予
防
に
関
す
る
▼
健
康
体
操
▼
趣

味
、
創
作
活
動
▼
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

▼
介
護
予
防
の
啓
発
▼
高
齢
者
に
自
立

生
活
を
支
援
す
る
活
動
の
い
ず
れ
か
の

事
業
を
行
っ
て
い
る
。

　
※ 

町
や
社
協
か
ら
助
成
を
受
け
て
い
る

事
業
や
活
動
は
除
く

③ 

町
が
実
施
し
て
い
る
〝
助
け
愛
隊
〞
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
（
上
記
参
照
）
を

受
講
済
み
の
方
、
ま
た
は
今
年
度
の
受

講
予
定
者
が
３
人
以
上
在
籍
し
て
い

る
。

④ 

活
動
回
数
が
平
成
26
年
４
月
〜
平
成
27

年
１
月
で
８
回
以
上
、
１
回
あ
た
り
の

参
加
者
が
５
人
以
上
い
る
。

【
活
動
支
援
金
助
成
】

上
限
４
０
，０
０
０
円
（
一
団
体
）

【
研
修
参
加
費
用
助
成
】

活
動
支
援
金
助
成
を
受
け
た
団
体
に
は
、

対
象
の
活
動
に
係
る
研
修
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

上
限
１
０
，０
０
０
円
（
一
団
体
）

問
＝
社
会
福
祉
協
議
会

☎
９
５
７
―
４
１
０
０
　

９
５
４
―
４
４
０
０

　
い
つ
ま
で
も
い
き
い
き
と
し
た
生
活
を

送
る
た
め
に
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に

気
軽
に
楽
し
く
介
護
予
防
に
つ
い
て
学
び

ま
せ
ん
か
？

と
こ
ろ
＝
中
央
公
民
館

定
員
＝
40
人
（
先
着
順
）

対
象
＝
町
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
の
、
第

１
回
〜
第
５
回
の
う
ち
１
つ
以
上
と
第
６

回
に
参
加
で
き
る
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要

件
に
あ
て
は
ま
る
方
。

要
件

①
介
護
予
防
や
健
康
に
関
心
が
あ
る
。

② 

地
域
で
の
介
護
予
防
活
動
な
ど
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取
り
組
み
た
い
。

講
師
＝
武
田
卓
也
さ
ん
（
大
阪
人
間
科
学

大
学
医
療
福
祉
学
科
介
護
福
祉
専
攻
准
教

授
）
ほ
か
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職

員
、
町
職
員

申
込
方
法
＝
６
月
１
日
日
か
ら
電
話
で
左

記
申
し
込
み
先
ま
で
。

申
込
先
＝
中
央
公
民
館

☎
９
５
７
―
１
４
２
１

問
＝
健
康
課
高
齢
介
護
係
（
内
１
４
９
）

〝
助
け
愛
隊
〞
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は

　
自
ら
の
介
護
予
防
や
健
康
づ
く
り
と
と
も
に
、
若
い
人
か
ら

高
齢
者
ま
で
地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て
取
り
組
み
、
地

域
の
支
え
あ
い
に
協
力
し
て
も
ら
え
る
人
の
こ
と
で
す
！

個
人
情
報
保
護
制
度

　
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
、
町
が
保
有
す

る
自
己
の
個
人
情
報
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
例
え
ば
、「
私
の
介
護
保
険
認
定
調
査

票
を
み
せ
て
ほ
し
い
」
と
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

Q 

ど
ん
な
場
合
で
も
開
示
さ
れ
る
の
？

Ａ  

い
い
え
。
ほ
か
の
人
に
関
す
る
情
報
が
分
か

る
場
合
や
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
正

な
行
政
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る

情
報
な
ど
は
開
示
さ
れ
ま
せ
ん
。

○ 情報公開請求書は役場３階政策総務課（32番窓口）に置
いています。

○会議録をホームページ上で公開しました。
　 今期分から大山崎町個人情報保護運営審議会、大山崎町情
報公開審査会・個人情報保護審査会の会議録を町ホームペ
ージ上で公開しています。また、今までどおり、役場庁舎
１階情報コーナーでも閲覧できます。

問・申請＝政策総務課企画調整係
☎956－2101（内313）

情報公開制度運用状況 （平成26年３月末現在）

個人情報保護制度運用状況 （平成26年３月末現在）

実施機関 請求
件数

決定区分
不服申
し立て公開 部分

公開 非公開 文書
不存在

請求
拒否 取下げ

町 長 5 1 4
教 育 委 員 会
選 挙 管 理 委 員 会
公 平 委 員 会
監 査 委 員
固定資産評価審査委員会
農 業 委 員 会
水 道 事 業 管 理 者 1 1
議 会 3 2 1

合計 9 4 5 0 0 0 0 0

実施機関 請求
件数

決定区分
不服申
し立て開示 部分

開示 不開示 文書
不存在

町 長 4 4
教 育 委 員 会
選 挙 管 理 委 員 会
公 平 委 員 会
監 査 委 員
固定資産評価審査委員会
農 業 委 員 会
水 道 事 業 管 理 者
議 会

合計 4 4 0 0 0 0

※空欄は、０を表します

※空欄は、０を表します

とき 内容

第１回
６月21日土

13:30 ～ 15:30
「知ろう！　介護予防」
「手軽な運動と腰痛予防で健康づくり」

第２回
６月24日火

13:30 ～ 15:00
「認知症予防はまず知ることから!!」

第３回
７月４日金

13:30 ～ 15:30
「知ろう！　介護予防」
「いきいき元気はバランスの良い食事から」

第４回
７月８日火

13:30 ～ 15:30
「知ろう！　介護予防」
「心と身体を元気にする入浴と快眠の極意」

第５回
７月11日金

13:30 ～ 15:00
「健口は心と体の良循環!!　～口腔ケアについ
て～」

第６回
７月12日土

13:30 ～ 15:00

「学ぼう！　地域づくりのための初めの一歩」
※ 講座終了後（15:00 ～）に受講者同士の交
流会を行います！

※第１回、第３回、第４回の「知ろう！　介護予防」は同じ内容です。
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第15回　公サ連まつり 問・協賛＝中央公民館
☎957－1421

6月7日土
8日日

　中央公民館で活動するサークルの皆さんが、日ご
ろの練習の成果を披露します。普段公民館活動に参
加していない方も自由に見学できます。
※見学無料、申込不要
主催＝大山崎町公民館サークル連絡協議会

舞台発表プログラム 会場はいずれも本館１階ホール

展示場所一覧

２
階

講座室 日曜画家の会
会議室 大山崎洋蘭会

和室 なつめ会・茶道サークル
（７日のみ）

１
階
実習室 トールペインティング

ＰＣメゾン
ロビー 桂会（書道）

２
階

第１研修室 大山崎町絵画サークル
和室 着物と作法を知る会
ロビー

男の料理サークル１
階
料理講習室
ロビー

本館

7日土 8日日

別館

写真は昨年の公サ連まつりのようす

10:00-

10:30-

11:00-

11:30-

12:00-

13:00-

13:30-

14:00-

14:30-

15:30-

16:00-

開会式
三絃を楽しむ会
エコーおとくに
大正琴サークル
休憩
リズムダンス
民謡サークルみやび
朗読オアシス
夏目吟友会
天王山吟詩会
剣・扇舞の会
メレフラハラウ

9:45-

10:30-

11:00-

12:00-

12:15-

13:00-

13:30-

14:00-

14:30-

15:00-

15:45-

16:00-

大山崎中学校吹奏楽部
ＫＯ鼓ＫＯ
詩吟愛好会　詩吟小倉サークル
フォークダンスサークル
休憩
ナツメロサークル
昔懐かしい歌を楽しむ会
和太鼓つくどん
社交ダンスサークルドリーム
ダンスサークルラビット
オルケスタ山崎
閉会式

　
４
月
26
日
土
。
天
王
山
の
酒
解
神
社
で
、
電
話

会
社
で
あ
る
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
の
社
員
と
そ
の
家
族
１
０

０
人
と
、
龍
谷
大
学
の
学
生
10
人
が
森
林
整
備
活

動
を
行
い
ま
し
た
。

　
天
王
山
は
、
全
体
の
40
パ
ー
セ
ン
ト
が
放
置
竹

林
や
拡
大
竹
林
で
覆
わ
れ
る
山
。
そ
の
た
め
、
天

王
山
周
辺
森
林
整
備
推
進
協
議
会
で
は
、
本
来
の

里
山
と
し
て
の
景
観
を
と
り
戻
す
た
め
の
取
り
組

み
を
８
年
前
か
ら
継
続
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
活
動
に
賛
同
を
し
た
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
と
龍
谷
大
学

が
、
毎
年
放
置
竹
林
の
整
備
を
行
っ
て
く
れ
て
い

ま
す
。

　
今
回
は
、
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
や
タ
ケ
ノ
コ
の
け
り

倒
し
な
ど
が
主
な
活
動
内
容
。
竹
に
な
り
、
竹
林

の
拡
大
へ
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
前
に
、
タ
ケ
ノ
コ

を
収
穫
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
活
動
で
す
。
今
回

は
１
１
０
人
の
力
で
、
た
く
さ
ん
の
タ
ケ
ノ
コ
を

収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

問
＝
経
済
環
境
課

☎
９
５
６
―
２
１
０
１
（
内
２
５
５
）

▼ 収穫したタケノコは各自家に持ち帰り、おいしいタケ
ノコ料理を楽しみました。

▼ タケノコ掘り以外にも、竹を使ったさまざまな
取り組みを行いました。 当日のプログラム

○竹の伐採
○ 「自然保護啓発プレート」
の取付
○タケノコ堀り
○タケノコのけり倒し
　　　　　　　　　など

KDDIと龍谷大学が
天王山でボランティア活動を

行いました

【
天
王
山
周
辺
森
林
整
備
推
進
協
議
会
と

は
？
】

　
天
王
山
の
森
林
整
備
を
進
め
る
た
め
に
、

大
山
崎
町
・
島
本
町
・
京
都
府
・
大
阪
府
と

各
自
治
体
に
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
集

ま
り
構
成
さ
れ
た
会
で
す
。


